
スラバヤ市における小規模単位の社会活動制限（PPKM MIKRO）の延長 

 

令 和 ３ 年 ２ 月 ２ ５ 日 

在スラバヤ日本国総領事館 

 

●スラバヤ市は小規模単位の社会活動制限（PPKM MIKRO）の延長に関する２月２３

日付回章を発出しました。 

●これまでと同様、隣組（ＲＴ）単位の社会活動制限の一部が内務大臣指示及び東ジ

ャワ州知事決定と異なりますのでご注意ください。 

 

1．２月２２日及び２３日付当館お知らせ（https://www.surabaya.id.emb-

japan.go.jp/files/100151527.pdf 及び https://www.surabaya.id.emb-

japan.go.jp/files/100151879.pdf ）のとおり、これまでジャワ島内全６州とバリ州の一

部の県・市（東ジャワ州においては全県・市）に対し実施されていた小規模単位の社

会活動制限（PPKM MIKRO）が、２３日から３月８日まで延長されました。これを受け

て、スラバヤ市も同一期間で制限を延長する市長回章（443.2/1700/436.8.4/2021）を

発出しました。 

 

２．本回章の規制にかかる部分については、これまで同市で実施されていた規制（１

１日付当館お知らせ（https://www.surabaya.id.emb-

japan.go.jp/files/100147896.pdf ）参照）とほほ同一となっていますが、黄（感染者が１

人の隣組（RT））指定された RT において、礼拝施設、児童遊戯施設及び公共施設等

の保健プロトコルの強化が追記されたほか、これまで過去１０人以上の現存患者数

が確認された場合に閉鎖されていた礼拝施設が、黄指定された時点で閉鎖されると

一部規制が強化されています。 

 

３．スラバヤ市以外の東ジャワ州内各県・市においても、同様に内務大臣指示や州知

事決定に基づく規則が施行されています。一部地域においては、夜間外出制限（ポノ

ロゴ県においては午後９時から午前４時まで外出を制限する規制を確認）、往訪時の

RT への新型コロナ迅速抗原検査の陰性証明の提出（マディウン市）、スラバヤ市と

同様感染者の市指定施設での隔離（マディウン市）などの規制が確認されています。

また、レストラン、商業施設の営業時間等についても各自治体により差（マラン市では

飲食店及び商業施設の営業時間が午後１０時まで）が認められることから、邦人の皆

様におかれましては、居住地・活動地の各地方政府の規制関連情報の入手に努め

てください。（了） 


